
横浜市の公園を
禁煙にすることについて
みなさんのご意見をお聞かせください

意見募集期間: 令和6年4月18日（木）から令和6年5月31日（金）まで

横浜市の公園を禁煙にすることについて
ご意見をお聞かせください。

応募方法

お問合せ

みどり環境局 公園緑地管理課　
電話番号: 045-671-2642

注意事項

料金受取人払郵便

差出有効期間
令和6年5月
31日まで
（切手不要）

郵便はがき

横浜港局
承認

横浜市中区本町6丁目50番地の10

みどり環境局 公園緑地管理課  行

属性等をご記入ください

□ ～９歳 □ 10歳代 □ 20歳代
□ 30歳代 □ 40歳代 □ 50歳代
□ 60歳代 □ 70歳代 □ 80歳代～

【属性】

【年代】

※その他（事業者等）とお答えの方は年代のご記入は不要です。

募集締切  令和6年5月31日（金）まで

【住所】□横浜市＿＿＿＿＿区　□横浜市外

【公園の利用頻度】
□ 週１回以上　□ 週1回未満～月１回以上
□ 月1回未満～年1回以上　□ 年1回未満

※その他（事業者等）とお答えの方は利用頻度のご記入は不要です。

２３１ ８７９０
0 0 5

「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を目指し、
子どもたちが安全に安心して遊べる環境を確保するため、
横浜市公園条例の中に、公園における禁止行為とし
て、「喫煙」を追加することを、
公園における受動喫煙対策の方向性として取りまとめました。

□個人(住民) □その他（事業者等）

次のいずれかの方法でご意見をお寄せください。
①はがき（左のはがきを切り取り、ご使用ください。）
（切手不要  当日消印有効）
②FAX: 045-550-3916　みどり環境局公園緑地管理課あて
③電子メール: ｍｋ-koenkanri@city.yokohama.lg.jp
④持参: 受付時間　8時45分から17時まで
⑤インターネット入力フォーム
スマートフォンで回答される方は下記QRコードからアクセスできます。
パソコンで回答される方は、下記よりアクセスください。
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/pro
cedures/apply/b56497b8-4650-4df5-adce-124b111fffed/start

・ご意見への個別の回答は行いません。また、ご意見を正確に把握す
る必要があるため、電話でのご意見の受付はいたしません。
・ご意見の提出に伴い取得した個人情報は「横浜市個人情報の保護
に関する条例」に従い適正に管理し、ご意見の内容に不明な点が
あった場合等の連絡・確認の目的に限って利用します。

『公園のまち ヨコハマ』
　横浜には地域に身近な公園から大規模な公園まで、約2,700か所もの多彩な公園があり、特に、子
育て世代も多く集う身近な公園の数は、政令市のなかで全国一位の数となっています。横浜市では、
「公園のまち　ヨコハマ」として、市民の皆様に公園をより一層ご利用いただけるよう、インクルーシブな
公園づくりやこどもログハウスのリノベーション、受動喫煙対策などの子育て環境の充実や、地域の活
性化につながる集客イベントの実施など様々な取組を進めていきます。

▲こどもログハウスのリノベーション▲インクルーシブな公園づくり▲集客イベントによる賑わいの創出

ご意見は
こちらから

切り取り

このハガキは使用できません



切り取り

回答欄
募集締切　令和６年５月31日（金）まで

1 これまでの経過 3 横浜市公園条例改正の考え方

２ 受動喫煙対策のため、公園内喫煙禁止を条例で明記することが必要な理由

（1）アンケート調査（令和５年７月から８月）の結果概要

・「公園を利用している際に喫煙で迷惑と感じたことがあるか」の問いについては、「よくある」、「たまにあ
る」を選択したのが、ｅアンケートでは約６割、子育て世代では約８割、公園愛護会では約５割となりました。

・「公園内での喫煙について、どのようなことが迷惑と感じたか」の問いについては、eアンケートと子育て
世代では「たばこの煙やにおい」と「吸い殻のポイ捨て」が、公園愛護会では「吸い殻のポイ捨て」が、
特に多く選択されました。　

・「自由意見」では、公園で何らかの受動喫煙対策を求める意見が多く寄せられました。

（2）一部公園での禁煙の試行実施（令和５年10月から11月）の結果概要

ア 禁煙の試行結果

・駅前に立地する藤が丘駅前公園や天王町駅前公園では、一定数の喫煙がありました。

・天王町駅前公園では、試行中の喫煙者の数が大幅に減少しました。禁煙を周知した効果が一定程度あ
ったものと推察されます。

イ現地アンケート調査結果

・「公園を利用している際に喫煙で迷惑と感じたことがあるか」の問いについて、　「よくある」、「たまに
ある」の回答割合が高かったのは、藤が丘駅前公園で５割を超える結果となりました。

・従前から喫煙者が少ないこども自然公園では「ほとんどない」、「ない」の回答割合が８割を超える結果
となりました。

・「自由意見」では、公園で何らかの受動喫煙対策を求める意見が多く寄せられました。

横浜市公園条例を改正し、市立公園内において禁止する行為として「喫煙」を加えます。

・アンケートの結果から多くの方が公園で何らかの受動喫煙対策を求めていること。

・駅前に立地する公園では、一定数の喫煙がありましたが、試行中に喫煙者の数が大幅に減少した公園も
あり、禁煙を周知した効果が一定程度あったものと推察されること。

・改正健康増進法では特定施設以外の屋外については喫煙者の周囲への配慮義務までしかなく、実効性
が担保できないこと。

・条例で、禁止事項として喫煙を明文化することで、分かりやすい形で周知、誘導できること。

（行為の禁止）
第５条　何人も公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第５条第１項、
法第６条第１項若しくは第３項、第６条第１項本文若しくは第２項本文又は第７条第２項の規定に基
づく許可に係るものについては、この限りでない。

（1） 鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
（2） 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
（3） ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
（4） 土地を掘りおこし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更すること。
（5） 公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。
（6） 公園に居住すること。
（7） 工作物を設けること。
（8） 土石、木材等の物件をたい積すること。
（9） 広告物を掲げ、又は散布すること。
（10） 喫煙（健康増進法（平成14年法律第103号）第28条第２号に規定する喫煙をいう。）をすること。
（11） 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
（12） 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

▲試行中の公園の様子

※公園で許可なく禁止行為を行った場合には５万円以下の過料に処される対象になります。

横浜市の公園を禁煙とすることとし、横浜市公園条例の禁止
行為に喫煙を加えることについてご意見をお聞かせください。

▲ 試行中のアンケート調査の様子 ▲





GREEN×EXPO 2027の進捗状況について（情報提供） 

平素より、「GREEN×EXPO 2027」の開催に向けたご支援ご協力を賜り、誠にありがとうご

ざいます。直近の進捗状況について、情報提供します。 

１ お願いしたいこと 

【区 連 長】 ご承知おきください。 

【地区連長】 地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】 単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

２ 「GREEN×EXPO 2027」とは 

  ・私たちの生活に大きな影響をもたらす気候変動に着目した、環境と共生し市民の皆様 

と共につくる、「環共」をテーマとする日本で初めての国際博覧会です。 

・自然・人・社会が共に持続するために、地球の限界や脱炭素社会を見据え、「人々の環

境への意識や行動は 2027 年の横浜から変わった」と言われるよう準備を進めていき

ます。

・気候変動などの世界的な課題に対し、“自然の力”、“グリーンの力”で課題を解決し、 

環境にやさしい未来の暮らしを考え、横浜から世界に発信することが、博覧会のテー

マである「幸せを創る明日の風景」につながっていきます。

３ 現在の会場計画（案） 

瀬谷区・旭区にまたがる上瀬谷の広大な里山を舞台に、起伏のある地形や川の源流な

どの自然を生かし、市民や企業が出展する５つの「Village（ビレッジ）」と、花や緑の

美しい風景が楽しめる３つの「ゾーン」を設けます。 

５つの Village 

主催者や参加者による様々な展示・

体験プログラム等を複合させ、「幸せ

を創る明日の風景」を創出する５つ

の Village を設けます。 

３つのゾーン 

GREEN×EXPO 2027 の

骨格となる３つのゾーンを

設けます。 

市 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ６ 年 ４ 月 1 0 日 
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課 

資 料 № 1 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 公式マスコットキャラクターのデザイン発表 

   
  

 
担 当：脱炭素・GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進課 

連絡先：Tel 671-4627 

メール：da-greenexpo@city.yokohama.jp 

※今後の調整状況により変更となる

場合があります。 

開催３年前となる３月 19 日に公式マスコットキャラクタ

ーのデザインを発表しました。６月に名前の発表が行われる

予定です。 



 



連合等 豊田・小菅ヶ谷 笠間 鎌倉市 本郷中央 上郷西 上郷東 釜利谷（金沢区）

事業者
施行区間

国土交通省施行区間 東日本高速道路㈱施行区間

横浜湘南道路
小雀工区

横浜環状南線
栄・戸塚工区

田谷工区 飯島工区 岩瀬笠間工事区 桂公田工事区 上郷桂台工事区 庄戸工事区 釜利谷工事区

Ｒ5
年度
以前

第1四
半期

第2四
半期

第3四
半期

第4四
半期

事業名 「横浜藤沢線」 「上郷公田線（公田地区）」 「上郷公田線（上郷・桂台地区）」

第1四
半期

第2四
半期

第3四
半期

第4四
半期

令和６年度 横浜環状南線・横浜湘南道路全体の主な予定について（R6.4.22）【情報提供】

戸塚区
金沢区

横
浜
市

関
連
街
路
事
業

横
国
・
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ

高
速
道
路
事
業

※工事に関する情報は、工事説明会のほか適宜回覧等でお知らせします。 問合せ先 横浜市 道路局横浜環状道路調整課 045-671-2759

●公田笠間トンネル工事

（H28.4～）

トンネル（公田笠間トンネル） トンネル（桂台トンネル） 土工掘割土工橋梁 掘割橋梁
（神戸橋）

土工 トンネル
（庄戸トンネル）（釜利谷トンネル）

掘割

資 料 No. 7
区 連  会 ４  月  定 例  会  資 料
令 和 ６  年 ４  月 2 2 日
国 土 交 通 省 横 浜 国 道 事 務 所
東日本高速道路(株)横浜工事事務所
横 浜 市 道 路 局

「田谷線」「横浜藤沢線」「環状４号線（田谷交差点改良）」
「笠間交差点改良」「環状４号線[原宿六浦]（笠間～鎌倉女子拡幅）」

●公田インターチェンジ工事
（R3.4～）

●桂台トンネル工事（H27.4～）
●神戸橋（PC上部工）工事（R2.12～）
●桂台トンネル管理用地下構造物工事
（R5.10～）

●釜利谷庄戸トンネル工事
（R3.2～）

●釜利谷ジャンクションHランプ
第二トンネル工事（R3.10～）

●小雀高架橋
橋梁工事

●トンネル工事

●戸塚ＩＣ工事
●田谷地区橋梁工事
●小雀地区橋梁工事

●栄IC・JCT橋梁工事
●ＪＲ跨線橋梁工事

●設計
関係機関との協議を行い、道路の
設計を進めます

●水路切り回し工事
【横浜藤沢線】

（栄区田谷町地内）

●農水路切り回し工事
【田谷線】

（栄区田谷町地内）

土工掘割トンネル 橋梁 土工

栄区

●路床改良工事
【横浜藤沢線】

(戸塚区小雀町地内）

●地盤改良工事
【横浜藤沢線】

（栄区田谷町地内）

●歩道橋築造工事・
電線共同溝工事
【笠間交差点】

●道路整備工事（その1）
【擁壁工事】

●道路整備工事（その2）
【擁壁工事】

●道路整備工事（その3）
【土工・擁壁工事】

●道路整備工事（その4）
【土工・擁壁工事】

●栄IC・JCT橋梁工事

戸塚インター（仮称）

栄インター・ジャンクション（仮称）
公田インター（仮称）

釜利谷
ジャンクション

笠間換気所（仮称）

公田換気所（仮称）

※インターチェンジ・ジャンクション・換気所・
トンネルなどの名称は、釜利谷ジャンクション
以外すべて仮称です。



栄インター・ジャンクション（仮称）
公田インター（仮称）

釜利谷
ジャンクション

笠間換気所（仮称）

公田換気所（仮称）

戸塚インター（仮称）

連合等 豊田・小菅ヶ谷 笠間 鎌倉市 本郷中央 上郷西 上郷東 釜利谷（金沢区）

事業者
施行区間

国土交通省施行区間 東日本高速道路㈱施行区間

横浜湘南道路
小雀工区

横浜環状南線
栄・戸塚工区

田谷工区 飯島工区 岩瀬笠間工事区 桂公田工事区 上郷桂台工事区 庄戸工事区 釜利谷工事区

沿
線
工
事
の
状
況

横浜環状南線事業の進ちょく状況について≪参考≫

栄区

戸塚区

金沢区

トンネル（公田笠間トンネル） 掘割 トンネル（桂台トンネル） 掘割 橋梁
（神戸橋）

土工 トンネル
（庄戸トンネル）（釜利谷トンネル）

土工掘割土工

『釜利谷庄戸トンネル工事』
NATMトンネルの側壁コンクリ
ート打設等を行っています。

『桂台トンネル工事』
シールドトンネルの内部構築と、掘削作業
を行っています。

『公田インターチェンジ工事』
Fランプ施工を行っています。

『公田笠間トンネル工事』
シールドトンネルの掘削を
行っています。

『戸塚IC工事』
インターチェンジの
改良工事等を行ってい
ます。

『小雀地区トンネル工事』
トンネル工事（シールドマ
シン掘進）を行っていま
す。

『栄IC・JCT橋梁上部工事』
田谷町地区内にて
インターチェンジ・ジャンクションの
橋梁工事を行っています。

『田谷地区橋梁工事』
『小雀地区橋梁工事』
高架橋の橋梁工事等
を行っています。

橋梁土工掘割トンネル 橋梁 土工

※インターチェンジ・ジャンクション・換気所・
トンネルなどの名称は、釜利谷ジャンクション
以外すべて仮称です。

『釜利谷ジャンクションＨランプ
第二トンネル工事』
NATMトンネルの覆工コンクリート
打設等を行っています。

『小雀高架橋 栄IC・JCT
ランプ橋』の橋梁工事等
を行っています。

『栄IC・JCT橋梁
工事』

インターチェンジ・
ジャンクションの
橋梁工事を行って
います。



■横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事

公田IC工事 桂台トンネル工事

公田IC（仮称）側 状況 桂台TN工事側 状況公田換気所周辺 状況

桂台トンネル管理用地下構造物
（公田換気所）

回転立坑

桂台トンネル管理用地下構造物工事
（公田換気所）回転立坑

※公田換気所及び桂台トンネルは仮称
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３月
2 6 3 3 172 208 △ 36
2 5 2 3 116 123 △ 7

0 0 0 0 0 0
0 0 0 18 18 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 38 67 △ 29

97 0 97 1,861 1,759 102
1 0 1 12 4 8

焼 死 等 1 0 1 焼 死 等 12 4 8
放火自殺 0 0 0 放火自殺 0 0 0

3 1 2 28 28 0

1 1 0 1 1 33 36 △ 3
2 1 1 0 2 16 39 △ 23
3 1 1 0 3 22 18 4
4 2 0 2 4 14 10 4
5 1 1 0 5 13 12 1

資料№ 

令和６年３月31日現在
栄　    　区　    　内 横　　　浜　　　市　　　内

火 災 発 生 状 況 火 災 発 生 状 況

林　　野
車　　両 車　　両
船　　舶 船　　舶
航  空  機 航  空  機

令和５年 増△減
累計

件    数 件    数

火
災
種
別

建　　物

火
災
種
別

建　　物
林　　野

年     別
令和６年

令和5年 増△減 年     別 令和６年

そ  の  他 そ  の  他

損
害

焼損床面積

損
害

焼損床面積
死　者 死　者

負　傷　者 負　傷　者

主　な　出　火　原　因 主　な　出　火　原　因

種     別 令和6年 令和5年 増△減 種    別 令和6年

放火（疑い含む） こんろ
火あそび ストーブ

その他（調査中含む） 電気機器

令和5年 増△減
たばこ たばこ
こんろ 放火（疑い含む）

笠間地区 0 上郷西地区 0
小菅ケ谷地区 1 上郷東地区 0

※本年数値は速報のため変更する場合があります。

栄区連合町内会別火災発生状況

豊田地区 5 本郷第三地区 0

【３月中の火災】
　３月17日　飯島町　共同住宅居室の床及び壁面若干焼損
　３月18日　飯島町　共同住宅居室内においてごみ袋焼損

本郷中央地区 0 連合未加入 0
合　　　計 6

栄区内の火災・救急状況について

火災情報

区連会４月定例会資料

令和６年４月22日

栄 消 防 署

2



　

３月
637 2,073 1,848 225 63,598
463 1,571 1,360 211 45,271
15 46 51 △ 5 2,106

125 354 361 △ 7 11,660
34 102 76 26 4,561

 

　　

　　　　　　　　

令和６年３月31日現在
栄　    　区　    　内

救　急　状　況

横　　　浜　　　市　　　内

救　急　状　況

令和５年 増△減
累計

件    数 件    数 5,699

年     別
令和６年

令和５年 増△減 年     別

57,899

令和６年

938
そ  の  他 そ  の  他 223

※ 本年数値は速報のため、変更する場合があります。

急    病 急    病 4,468
交 通 事 故 交 通 事 故 70
一 般 負 傷 一 般 負 傷

40,803
2,036

10,722
4,338

救急情報救急情報

お問合せ先 栄消防署総務・予防課 予防係 ☎／FAX ８９２－０１１９

《急な病気やけがで受診の相談をしたいときは・・・》

横浜市救急相談センター（＃７１１９）医療機関案内/救急電話相談
☎＃７１１９（携帯電話、PHS、プッシュ回線）＜年中無休・24時間対応＞

または ０４５－２３２－７１１９（すべての電話で利用可）

こんな経験
ありませんか?

☆部屋の中は整理整頓！
☆電化製品等のコード類は、人の通らないところに設置しましょう。
☆階段の付近は明るくし、滑り止めや手すりをつけましょう。
☆靴下やスリッパは滑りにくいものを履きましょう。

事故予防対策



初期消火器具設置費用の一部補助について 

１ 事業の趣旨 

消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置・更新（器材全て又は一部）する費用の一部

を補助する事業を行っており、この度、補助金交付申請の受付を開始します。 

２ 申請要件 

下記３つに当てはまる単一の自治会町内会が対象となります。 

(1) 地域に消火栓がある。

(2) 家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある。

(3) 定期的に訓練を実施できる。

３ 申請方法 

(1) 受付期間：令和６年４月１日（月）～ ９月 30日（月）

(2) 申請方法：申請書に必要事項を記入のうえ、最寄りの消防署に御提出をお願いします。

※ 申請書は横浜市ウェブサイトからダウンロード、または最寄りの消防署でお渡しします。 

「横浜市 初期消火器具」で検索 

４ 補助の対象経費 

(1) 初期消火器具の新規設置及び器材全ての更新設置の場合

初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の２/３に相当する額とし、１件あたり 20

万円を上限とします。 

(2) 初期消火器具の一部更新設置の場合

消防用ホースなど器材の一部の更新や、自治会町内会が所有している初期消火箱の新た

な器材（スタンドパイプ・台車）への更新経費（税込金額）の２/３に相当する額とし、１

件あたり７万円を上限とします。 

５ お問合せ先 

栄消防署総務・予防課 予防担当 TEL：892-0119 

初期消火箱（固定式）

区連会４月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ４ 月 2 2 日 

栄 消 防 署 

スタンドパイプ式

初期消火器具(可搬式) 

初期消火器具とは？ 

初期消火器具には、初期消火箱（固定式）とスタンドパ

イプ式初期消火器具（可搬式）の２種類があり、消防車が

進入できない道路狭隘地域等においても、市民の皆さまが

消火栓にホースを直接接続し、有効な初期消火活動を行う

ことができる消火器具です。特にスタンドパイプ式初期消

火器具は機動性に優れ、容易に取り扱うことができます。

資料No. 3
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